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届出に関する Q&A 

◎届出制度について 

Q Ａ 

届出制度はなぜ必要なのですか。 岡谷市立地適正化計画の適正な運用に向け

て、居住誘導区域外における住宅開発や都

市機能誘導区域外における誘導施設等の整

備の動きを把握するためです。 

届出制度の開始日はいつからですか。 立地適正化計画を公表した日 

（令和 2 年 5 月 18 日）から届出が必要と

なります。 

居住誘導区域、都市機能誘導区域の範囲

はどこで確認できますか。 

都市計画課（市役所 3 階）の窓口で確認で

きます。 

また、市のホームページ内、 

くらしマップおかや でも掲載しておりま

すのでご利用ください。 

「都市機能誘導施設」とはどんな施設で

すか。 

都市機能誘導施設は、岡谷市立地適正化計

画に記されている生活に必要な施設であ

り、行政、医療、福祉・子育て関連、小学

校や公民館等の教育文化施設、大型商業施

設や金融機関が該当となります。 

◎届出について 

Q Ａ 

届出書や必要書類等はどこで入手できま

すか。 

市のホームページからダウンロードできま

す。また、都市計画課窓口でもお渡しして

います。 

届出の期日はいつまでにしなければなり

ませんか。 

工事着手予定日の 30 日前までに届出をお

願いします。 

着手する 30 日前までに届出が必要とな

っていますが、着手日が公表日より 30

日以内の場合は届出が必要ですか。 

公表後、速やかに届出をお願いします。 

公表日時点で工事着手している場合は届

出が必要ですか。 

公表日時点で既に着手している場合、届出

は丌要です。 

  

https://okaya-city.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=250937bd6ff54522973aedb7d64e67bb
https://www.city.okaya.lg.jp/shiseijoho/machizukuri_keikaku_shisaku/toshikeikaku/index.html
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Q Ａ 

届出に係る事項に変更が生じた場合はど

うすればよいですか。 

変更に係る行為に着手する 30 日前に所定

の様式で届け出をお願いします。 

届出書の地目、面積は何に基づいて記載

すればよいですか。 

地目については登記簿、面積は実測に基づ

いて記載をお願いします。 

届出後に何か通知はありますか。 通知はありません。 

正本・副本 2 部を提出いただき、都市計画

課にて確認後、受付印を押印し、副本を申

請者にお返しします。 

◎届出対象となる行為について 

Q Ａ 

届出対象となる「住宅」の定義は。 「住宅」とは、一戸建て住宅、長屋、共同

住宅、兼用住宅を指します。 

（詳細は建築基準法における住宅の取り扱

いを参照ください。） 

サービス付き高齢者住宅や社宅は届出の

対象になりますか。 

実態に応じて、建築基準法の共同住宅に当

てはまるものは「住宅」として対象となり

ます。 

3 戸の建売住宅を同時期に建築します

が、届出の対象となりますか。 

届出者、着手日が同一で、隣接する土地に

建築する場合は対象となります。 

1 つの建築物で複数の都市機能誘導施設

を有する建築物を建築する場合、届出は

それぞれ必要ですか。 

1 つに集約されていれば届出は 1 つで結構

ですが、対象となる全ての誘導施設名の記

載をお願いします。 

建物の一部に都市機能誘導施設を含む複

合施設は届出の対象になりますか。 

一部でも都市機能誘導施設を有すれば、届

出が必要となります。 

敷地が居住誘導区域や都市機能誘導区域

の内外にかかっている場合は届出が必要

ですか。 

一体的に利用される敷地について、一部で

も誘導区域内にかかっている場合には届出

は丌要です。 

仮設の建築物や災害の応急措置として行

う行為は届出対象となりますか。 

左記の行為は軽易な行為としてみなします

ので、届出対象となりません。 

誘導施設の位置付けの無い施設について

は届出の必要はありますか。 

必要ありません。 
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Q Ａ 

開発行為や確認申請の提出との前後関係

はどうすればよいですか。 

法令上は前後関係の決まりはありません

が、届出制度は市が事前に動きを把握する

ためのものですので、原則としては、開発

行為や確認申請より前の提出をお願いしま

す。 

開発行為を行ったうえで誘導施設を建築

する場合は、開発行為の前に届出すれば

よいですか。 

開発行為、建築行為のそれぞれに届出をお

願いします。 

休止と廃止の違いは何ですか。 施設の再開の意思がある場合は「休止」、 

無い場合は「廃止」となります。 

都市機能誘導区域内の別の場所に移転す

る場合は廃止の届出が必要ですか。 

廃止の届出が必要になります。 

誘導施設を休廃止する場合、別の事業者

が同じ用途で敷地や建築物を使用する場

合も届出が必要ですか。 

届出が必要です。「休廃止届出書」に記載す

る項目がありますので、そこへ記入をお願

いします。 

◎その他 

Q Ａ 

都市機能誘導区域外には医療施設や行政

施設等の「都市機能誘導施設」は建築で

きますか。 

届出は必要になりますが、建築の規制をす

るものではありませんので、建築すること

は可能です。 

届出書の提出により、修正を求められる

ことはありますか。 

必要な記載事項、届出書類が揃っていれば

修正を求めることはありませんが、誘導を

図るうえで支障がある場合は勧告をするこ

とがあります。 

届出を怠った場合や虚偽の届出を行った

場合は罰則があるのでしょうか。 

届出をせずに、又は虚偽の届出をして誘導

施設の建築等を行った場合、都市再生特別

措置法により、30 万円以下の罰金に処せら

れることがあります。 

届出に関係して注意することはあります

か。 

届出義務を知らずに宅地または建物を購入

等した人が丌測の損害を被る可能性がある

ため、宅地建物取引業者は、宅地または建

物の売買等において、届出義務に関する規

定を説明しなければなりません。（宅地建物

取引業法） 

 


